
令和６年２月 

生活保護法指定医療機関・保険薬局の皆様へ 

 

 

 

平素は、生活保護行政に御理解、御協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 生活保護の医療扶助において、現在、紙で発行している医療券・調剤券（以下「医療券等」と

いいます。）に基づき資格確認を行っていただいておりますが、令和６年３月から、マイナンバ

ーカードを活用したオンライン資格確認が導入される予定です。 

 

主な変更点 

 オンライン資格確認が利用できる被保護者※については、原則、紙の医療券等を発行しないこ

ととなります。当該被保護者については、福祉事務所での申請後、マイナンバーカードを持って

受診されますので、顔認証つきカードリーダー等でマイナンバーカードを読み取っていただき、

医療券等情報を御確認ください。 

 これ以外の被保護者（マイナンバーカードを保有していない被保護者等）に対しては、紙の医

療券等を発行しますので、従来どおり、紙の医療券等に基づき、資格確認を行ってください。 

 なお、医療機関・保険薬局（以下「医療機関等」といいます。）においてオンライン資格確認

の環境が整備されていない場合についても、紙の医療券等を発行します。 

※ マイナンバーカードを保有し、マイナポータル上での初回利用登録が完了している被保護者 

 

医療機関等で必要となる作業 

医療機関等においては、現行のオンライン資格確認で使用している端末やネットワークを活

用できるものの、一部システム改修が必要ですので、改修に当たっては、各システム事業者へお

問い合わせください（システム改修は義務ではありません。）。 

なお、補助金の申請期限は、令和６年３月１日までとされています。 

オンライン資格確認の促進のため、導入に向けた御検討をお願いいたします。 

 

オンライン資格確認導入後にご留意いただきたい事項 

 医療券等データの連携頻度は、システム等の都合上、各福祉事務所によって異なります。デー

タ連携されるまでの間に被保護者が受診する必要がある場合は、紙の医療券等を発行しますの

で、紙の医療券等に基づき資格確認を行ってください。 

 また、被保護者が事前申請をせずに受診し、医療機関等から電話連絡等をいただいた場合は、

オンライン資格確認が利用できる被保護者については、後日、医療券等データを連携しますので、

医療機関コードによる一括検索等により、当該医療券等データを御確認ください。 

 なお、紙の医療券等が発行されている場合でも、医療券等データが連携されることがあります

が、この場合は、紙の医療券等に基づき資格確認を行ってください。 

 

その他 

システム改修等の都合上、令和６年３月以降も、オンライン資格確認を開始するまでの間、紙

の医療券等による運用を継続する福祉事務所もあります。 

 この他、資格確認等について、ご不明点等ございましたら、従来どおり、各福祉事務所までお

問合せください。 

 

 

医療扶助におけるオンライン資格確認の導入について（お知らせ） 

京 都 府 地 域 福 祉 推 進 課 
京 都 市 保 健 福 祉 局 生 活 福 祉 課 
京 都 府 保 健 所 
京 都 市 区 役 所 ・ 支 所 保 健 福 祉 セ ン タ ー 生 活 福 祉 課  
 

（裏面もございます） 




